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「ロイロノート・スクール」における健康観察の実施について 

 

 晩春の候 保護者の皆様には益々ご健勝のことと存じます。日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますが、本校においては登校時、非接触体温計での体

温測定、日々の健康観察表提出をお願いしております。しかし、用紙の紛失や忘れも多く管理体制を見直す等の

理由から明日、5 月 1 日より「ロイロノート・スクール」での管理に変更をしていきたいと思います。つきまし

ては、下記のように対応してまいりますので何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

1 毎朝の体温を測定し、「ロイロノート・健康観察表」に 8 時 30 分頃までに本人の体調、同居家族の体調で当

てはまる項目にチェックをし入力します。 

2 登校時、担当教員が非接触性体温計で体温測定をし、教室へ入室します。 

その際、ロイロノートへ入力をしたか確認します。 

3 入力された、内容を養護教諭が確認し、生徒の健康状態を把握します。 

（入力された内容は、教員以外確認することはできません。） 

 

 新型コロナウィルス感染症に対する対応は引き続き以下の通りと致します。 

1 生徒に発熱や咳等による体調不良がある場合 

（1） 自宅で体調不良が判明した場合 

次の症状がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」（保健所）に相談して下さい。 

（ア） 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

（イ） 重症化しやすい者（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある者や透析を受け

ている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者 

（ウ） 上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ず相談すること。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合に

はすぐに相談すること。解熱剤などを飲み続けなければならない者も同様とする。） 

 

上記の症状がない場合も、発熱や咳等の風邪症状がなくなるまでは自宅で休養して下さい。指導要

録上は「出席停止」として記録します。 

 

（2） 学校内で体調不良となった場合 

発熱や咳等の風邪症状がある場合は安全に帰宅し、症状がなくなるまでは自宅で休養して下さい。

指導要録上は「出席停止」として記録します。 

 

                                      裏面へ→ 



2 生徒が感染者や濃厚接触者であることが判明した場合 

学校として状況を把握するため、また保健所から学校に感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のた

めの調査が行われた時の情報提供のために、以下（※）を報告して下さい。 

（※）診断日、受診した医療機関、症状の現れた日、症状が現れた日以降、本校関係者との接触状況（授業、

部活動の出席状況など）、現在の状況、今後の見通し等医療機関からの指示 

 

なお、生徒の感染が判明した場合は治癒するまで出席停止となります。感染者の濃厚接触者に特定された

場合には、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して 2 週間の出席停止となります。 

消毒については、保健所と連携し、感染した生徒が活動した範囲の物品を消毒します。 

保健所の調査や学校医の助言等により、感染した生徒の学校内での活動の状況や地域の感染拡大の状況を

踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には、学校の設置者の判断により、学

校の全部または一部の臨時休業が行われます。 

 

                                          以上 


